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土
佐
藩
に
於
け
る
武
家
の

借
滞
作
配

干士

.l¥{ 

夫

章子

J'f 

言

徳
川
時
代
の
封
建
枇
曾
は
、
本
来
武
士
主
品
川
内
止
に
依
っ
て

組
織
せ
ら
れ
、
「
士
は
州
民
主
治
め
、
山
障
は
士
宮
益
ム
、
」
と
い
ム

白
が
政
治
経
消
白
日
開
川
的
閥
係
で
あ
っ
て
、
従
て
工
商
山
町
人

徳川百筒路.



階
級
は
此
閥
係
に
拠
ら
ぬ
有
害
h

純
益
在
る
も
り
'
と
思
惟
せ
ら
れ

て
ゐ
た
。
併
し
た
が
ち
概
ね
中
期
以
降
に
至
っ
て
祉
命
k
経
済

上
の
進
歩
に
伴
ひ
、
武
士
は
最
早
や
農
民
の
鍔
働
花
街
り
て
白

み
生
活
を
続
く
る
と
止
能
は
歩
、
農
民
も
亦
武
士
階
級
を
支
持

す
る
買
力
を
失
ひ
、
相
互
の
経
消
閥
係
が
維
持
せ

ιれ
ざ
る
に

及
び
、
此
鹿
忙
武
士
階
級
は
新
ら
た
た
る
財
用
の
支
給
を
農
民

以
外
の
帥
町
人
階
級
に
向
っ
て
求
め
ざ
る
を
得
た
か
っ
た
の
で

あ
る
が
、
元
来
町
人
は
武
士
階
叡
の
経
封
支
配
に
委
ね
ら
れ
て

ゐ
た
所
調
封
土
の
耕
作
・
と
は
無
関
係
た
る
職
業
者
た
り
し
所
上

り
、
武
士
は
町
人
民
到
し
勝
手
筑
随
に
斑
紋
を
行
ム
謀
に
は
往

か
宇
、
農
民
に
鈎
し
て
は
租
税
年
買
と
い
ム
立
減
た
る
名
目
を

場
し
て
在
み
得
た
る
に
民
し
、
町
人
に
は
冥
加
・
運
上
或
は
仰

用
判
明
・
借
上
等
主
稀
し
て
、
有
も
そ
の
窓
思
に
訴
ム
る
形
式
で

以
て
米
銀
白
融
通
を
乞
は
ね
ば
な
ら
ぬ
事
情
に
在
っ
た
。

名
目
は
冥
加
法
上
又
は
御
用
銀
白
何
れ
に
し
て
も
、
武
士
が

特
棋
を
以
て
町
人
よ
り
課
徴
し
得
る
も
白
で
あ
れ
ば
、
未
だ
そ

の
経
済
的
破
綻

E
兎
れ
得
た
で
あ
ら
う
が
、
借
上
と
紅
れ
ば
公

私
の
如
何
を
論
ぜ
や
債
楳
債
務
の
閥
係
に
於
て
、
元
利
の
支
榔

雑

録

土
佐
藩
に
於
け
る
武
家
白
借
帯
作
配

そ
の
他
契
約
に
図
る
義
務
履
行
の
拘
束
を
蒙
ら
左
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
斯
て
農
民
の
勢
働
で
支
持
し
切
れ
ざ
る
に
至
っ
た
武
士
階

一
部
町
人
階
級
に
到
す
る
特
楠
的
課
徴
で

級
白
消
費
経
済
は
、

償
却
せ
ら
れ
た
が
、
そ
の
大
分
部
が
帥
負
債
L
」
た
っ
て
現
は
れ

た
の
は
五
に
理
の
A
Y

同
然
で
あ
っ
て
、
と
れ
断
て
捕
生
君
平
を
L

て
「
大
阪
の
議
尚
一
度
怒
て
天
下
の
諸
侯
惟
る
の
成
有
り
」
と
喝

破
せ
し
め
、
大
臨
平
八
郎
を
し
て
「
大
阪
の
金
持
共
年
誕
諸
大

名
へ
か
し
付
候
利
得
の
金
銭
扶
持
米
等
を
英
大
に
掠
取
、
未
曾

有
之
有
耐
に
暮
し
、
町
人
之
身
を
以
、
犬
名
之
家
老
用
人
格
等

らに
ぬ由、被
0"'取

JH 
Lー
と

止
を
飛
倣
キE
L 
tr 
る
1<: 

ヨE
り
し
所
):). 

に

外
T.J. 

さ
れ
主
政
治
的
に
は
エ
商
者
械
も
百
姓
と
共
に
武
士
の
梢
柄

に
支
阻
せ
ら
れ
て
ゐ
た
。
故
に
武
士
階
級
が
経
済
的
に
行
詰
り

し
局
岡
を
打
悶
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
此
由
優
越
せ
る
政
治
的
権

力
を
利
用
す
る
と
と
は
極
め
て
重
要
な
る
一
方
策
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
江
戸
幕
府
は
寛
政
二
年
に
旗
本
御
家
人
等
が
、
札
差

商
人
よ
り
年
々
借
財
を
矯
し
、
そ
れ
が
積
み
荷
り
て
家
計
困
難

に
陥
り
し
た
め
、
天
明
四
年
以
前
の
借
財
を
惑
〈
帳
消
と
左

第
ニ
十
七
巻

一
六
五

第

観
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雑

録

土
佳
誌
に
於
け
る
武
家
白
借
棺
作
配

し
、
此
等
の
商
人
に
は
幾
分
の
乎
常
を
施
し
て
一
切
を
棒
引
と

た
す
所
の
有
名
な
る
葉
拐
を
断
行
し
、
そ
の
後
天
保
十
四
年
十

二
月
に
も
亦
右
に
倣
つ
L
児
暴
令
主
布
き
て
、
武
士
陪
殺
の
救
済

を
筑
し
た
の
で
あ
っ
た
。
叉
金
蝿
仲
品
叶
忙
於

τは
天
明
・
天
保
白

岡
度
に
豆

p
徳
政
類
似
の
仕
訟
が
行
は
れ
て
.
主

ι武
家
農
民

の
債
務
の
解
除
叉
は
騨
減
の
訟
を
講
じ
た
・
と
い
ふ
己
主
で
あ

る
。
惟
ふ
に
武
家
負
債
の
行
政
的
応
分
と
そ
は
、
営
時
彼
等
に

奥
へ
ら
れ
L
有
力
な
る
救
済
策
で
あ
っ
た
で
る
ら
う
。
既
に
武

士
附
般
の
窮
乏
逼
迫
が
恭
政
中
期
以
後
の
普
遍
的
現
象
で
あ
っ

た
と
す
れ
ば
、
布
の
如
吉
方
法
の
企
て
ら
れ
し
と
と
も
勢
ひ
稀

-
左
ら
ざ
り
し
己
主
と
思
は
れ
る
つ

山
内
俣
の
土
佐
藩
に
於
て
は
、
「
借
部
作
配
」
友
る
名
目
の
下

民
、
武
家
債
務
の
行
政
庖
分
が
行
は
れ
し
事
官
が
あ
る
。
土
佐

藩
は
享
保
時
代
此
白
方
財
政
救
治
の
第
に
、
再
三
諸
士
の
知
行

挨
待
。
借
上
主
令
し
た
の
で
あ
る
が
、

一
般
武

J

一
品
白
聞
に
て
は

ih堅
F局
自P人
そよ
v !J 
櫓米
保銀
にの
書融
入過
tLを
た受
もけ
白、

で知
あ行
つ扶
て持

偉 t
11宣
者之
たを

る
町
人
は
年
々
右
知
行
扶
持
等
の
幾
分
か
を
制
牧
し
て
貸
米
銀

第
二
十
士
巻

，、
プピ

第

観

F、

の
年
賦
支
梯
を
受
け
る
&
い
ふ
慣
習
が
行
は
れ
て
ゐ
た
の
で
あ

っ
た
。
(
詰
)
故
に
今
若
し
藩
が
知
行
扶
持
主
借
上
げ
ん
と
す
る

場
合
に
は
、
一
先
づ
武
家
の
債
務
支
梯
を
中
止
し
、
並
び
に
そ

の
利
留
を
布
令
す
る
必
要
が
起
ら
ざ
る
を
得
在
い
し
、
又
一

E

支
扮
を
中
止
せ
る
限
巴
9
・
爾
後
の
耕
済
仕
法
に
闘
L
て
も
何
等

か
の
配
臆
を
興
ふ
る
必
要
が
め
っ
た
白
で
あ
る
。
同
濯
で
は
此

の
如
吉
意
味
に
於
け
る
武
家
債
務
の
底
分
を
「
他
借
作
配
し
と
稿

し
た
。
寸
他
借
」
と
は
「
借
上
」
即
つ
公
の
債
務
」
に
針
す
る
「
私

の
債
務
」
の
意
味
に
用
ひ
た
も
の
か
止
忠
ふ
。
所
が
斯
て
支
姉

を
中
止
せ
ら
れ
し
武
家
の
私
借
が
、
藩
の
借
上
白
都
度

ι停
滞

を
軍
ね
て
途
に
莫
大
の
額
に
嵩
み
、
益
々
武
士
階
級
仰
困
窮
を

助
長
す
る
に
豆
り
し
は
自
然
心
成
行
き
で
あ
ら
う
。
此
底
に
於

て
藩
は
更
に
停
滞
せ
る
武
家
の
債
務
の
底
分
を
考
慮
し
怠
け
れ

ば
な
ら
ぬ
ζ

と
主
な
っ
た
の
で
あ
る
一
と
の
蕗
分
が
卸
本
稿
に

所
調
「
借
湘
作
配
」
で
あ
っ
た
白
で
あ
る
。
従
て
他
借
作
配
も
借

滞
作
配
も
均
く
武
家
の
個
人
的
債
務
の
底
分
で
あ
っ
た
白
で
あ

る
が
、
前
者
が
借
上
の
震
に
せ
る
政
策
た
り
し
に
反
し
、
後
者

は
武
家
の
教
消
を
直
接
白
目
的
止
友
し
た
結
に
嗣
者
の
重
要
な

本庄博士、「日本祉骨虫J25:;-6買、
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る
別
が
存
し
て
ゐ
た
。
が
併
し
乍
ら
雨
者
が
緊
密
・
在
る
閥
係
を

有
す
る
と
'
と
は
訟
を
侠
た
ぬ
。
而
し
て
仙
借
作
間
は
事
保
以
来

の
記
録
に
散
見
し
、
借
滞
作
配
は
漸
〈
文
化
以
降
K
之
を
認
め

る
。
以
下
順
を
迫
ム
て
借
部
作
配
の
願
末
を
概
説
せ
ん
止
欲

す

を比き
償 '1・
週よーJ急

す n~王
る年巴V
仕々と
法所は
で 定 借
島 田 金
る剖由
。高，J<

を常
貸に
主入

支た
捕る
ひ停
て曲目k、q;，

年額
映を
に云
算品、

他
借
作
配
の
仕
法

武
家
生
活
の
窮
乏
は
徳
川
時
代
K
共
通
の
現
象
K
し

τ、宜軍

も
奇
'
と
す
る
に
是
ら
ぬ
。
士
伏
蒋
に
で
も
白
夜
中
及
び
挙
公
人
的

窮
貧
は
蹴
に
久
し
い
。
寛
文
一
台
年
の
記
録
に
「
以
自
力
奉
公
役

相
勤
候
翠
は
奇
特
干
高
に
候
」
・
と
て
、
借
金
主
負
は
ぬ
者
が
褒

賞
に
奥
り
、
或
は
「
家
中
侍
共
方
に
自
凶
他
図
共
借
物
諸
代
物

年
々
相
滞
ら
せ
、
町
人
共
令
迷
感
之
由
悶
届
候
、
然
は
借
銀
民

掛
潟
返
排
、
改
拍
骨
(
寛
文
三
年
野
中
粂
山
失
脚
後
四
政
醐
理
主
指

す
-
|
筆
者
)
以
後
面
々
墜
之
通
披
銀
過
分
K
令
借
用
供
、
L
一耳

々
と
見
へ
、
此
時
代
に
於
て
平
〈
武
家
回
生
活
が
苦
し
い
欣
態

雑

ゴ
佐
離
に
於
け
る
武
家
。
借
静
作
配

錐

に
在
り
し
と
と
は
明
瞭
で
あ
る
が
、
然
も
藩
に
蓄
財
の
あ
る
間

は
、
兎
も
角
も
古
座
の
念
を
糊
塗
し
得
た
る
が
如
く
で
あ
る
。

然
る
に
巾
期
以
後
に
な
る
在
、
蒋
も
亦
武
家
の
窮
状
を
顧
み
る

に
遣
な
か
り
し
の
み
た
ら
中
、
却
っ

τ彼
等
よ
り
俸
誠
司
一
を
借
上

げ
て
必
要
去
る
絞
費
を
支
耕
せ
ざ
る
司
か
ら
ざ
る
猷
態
に
差
迫

っ
た
。斯

て
借
上
に
随
伴
し
て
促
さ
れ
し
所
開
他
借
作
配
の
仕
法
を

見
る
に
、
享
保
十
三
年
の
令
に
依
れ
は
、
家
中
及
び
車
中
公
人
は

一
統
に
そ
の
家
総
扶
持
の
三
分
一
を
借
上
げ
、

五
人
扶
持
以
下

の
小
身
に
は
之
を
用
捨
す
る
と
と
自
主
翁
し
た
。
但
「
借
物
裁
許

五
ヶ
年
二
腕
之
無
挽
に
裁
許

仕
候
、
」
と
あ
っ
て
.
武
家
の
債
務
は
借
上
受
命
の
有
無
に
論
な

之
誌
は
御
借
上
御
用
拾
に
不
拘
ー

〈
.
全
て
五
ヶ
年
の
支
抑
停
止
を
申
渡
し
穴
の
で
あ
る
が
、
町

郷
浦
三
民
の
借
金
に
は
間
よ
り
右
の
作
聞
を
泊
用
し
な
か
っ

た
。
次
で
明
和
三
年
六
月
に
至
り
宇
知
借
上
白
令
を
護
し
た
る

が
、
此
際
武
士
の
個
人
的
債
務
は
同
年
瓦
月
廿
二
日
迄
の
分
主

、
.

.

 

古
借
ル
」
定
め
、
そ
れ
以
後
の
も
の
を
新
借
と
岱
し
、
古
借
分
は

借
上
年
限
の
申
返
緋
の
延
期
主
命
じ
、
新
借
分
は
物
成
収
納
白

第
二
十
七
巻

一六七

第

焼

九
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轄

錐

土
佐
藩
に
於
け
る
武
家
且
倫
滞
作
配

節
夫
々
債
務
者
の
家
路
扶
持
か
ら
代
官
役
が
差
引
を
行
っ
て
、

相
違
た
く
銀
主
に
梯
泣
す
可
き
作
配
方
を
令
し
、
而
し
て
地
方

知
行
た
る
と
械
米
知
行
た
る
と
、
或
は
物
成
切
符
た
る
主
を
問

は
や
、
家
旅
扶
持
は
仰
れ
も
宇
知
借
上
の
期
間
は
犬
L
R

所
定
。

負
担
額
を
引
去
り
て
、
そ
の
潜
高
を
給
人
に
支
給
す
る
も
の
な

れ
ば
、
己
の
碕
高
を
超
過
し
て
家
鴨
挟
持
を
他
借
制
保
に
書
入

れ
て
は
た
ら
危
か
っ
た
白
で
あ
る
。
又
縛
財
衣
服
等
を
入
賞
せ

る
者
は
、
借
上
之
内
利
切
に
及
ば
歩
、
質
物
は
貸
主
方
で
保
管

ナ
可
き
も
の
で
あ
っ
た
。
乍
併
、
右
の
備
上
矧
聞
が
幾
何
た
り

し
か
、
及
び
期
間
渦
了
後
の
支
梯
方
法
主
如
何
に
指
令
せ
し
か

は
明
か
で
左
い
。

共
有
官
文
化
卜
年
六
月
に
は
お
戸
よ
り
闘
東
筋
諸
川
の
訓
H

荷
御

手
停
を
命
ぜ
ら
れ
、
俄
に
英
犬
な
る
物
入
を
加
へ
た
の
で
、

時
上
方
に
て
借
入
金
を
以
て
上
納
方
を
済
し
た
の
で
あ
っ
た

が
、
忽
ち
右
借
入
金
の
返
耕
に
窮
し
た
藩
は
、
同
月
十
二
日
家

中
並
郷
土
、
諸
奉
公
人
、
寺
院
枇
人
に
至
る
迄
、
凡
そ
務
上
り

受
く
る
収
入
は
地
方
た
る
と
賊
米
た
る
と
に
分
ち
な
く
、

に
牟
勿
借
上
bz
行
ム
可
き
旨
主
連
し
、
同
時
に
弐
の
他
借
作
醍 様

第
二
十
七
寄

=
山
ハ
入

を
公
告
し
た
の
で
あ
っ
た
。

第

脱

。

一
御
家
中
並
郷
士
諸
奉
公
人
寺
院
枇
人
共
他
借
銭
米
、
且
一
一
一

支
配
銀
米
割
掛
共
外
諸
役
手
掛
井
、
今
国
六
月
十
七
日
d

来
成
六
月
迄
無
利
を
以
梯
閥
年
之
管
、
来
七
月
d
向
々
目

録
等
宛
義
入
候
分
取
批
方
は
共
支
聞
方
d
作
配
有
之
告
、

尤
今
酉
六
月
十
七
日
御
鍋
己
後
毒
物
は
勿
論
時
間
山
霊

燐
有
之
替
、
勝
亦
仰
借
上
御
兎
被
仰
付
候
岡
々
は
貸
銀
米

取
立
爾
来
之
通

一
即
時
財
衣
服
等
負
物
を
柏
渡
候
借
物
は
御
畑
山
川
候
前
日
迄
之

分
は
来
成
万
月
迄
利
梯
に
不
及
、
貸
主
方
h
H

初
針
筈
、
勿

論
相
封
を
以
受
、
返
し
候
誌
は
格
別
之
事

一
他
陶
借
金
は
不
被
及
御
作
削
相
釘
を
以
始
末
有
之
筈
之
事

酉

ノ、
月

右
の
桂
文
は
他
借
作
配
の
総
則
に
し
て
、
作
脳
出
寅
施
の
範
囲

及
び
期
制
を
布
令
せ
る
も
の
で
あ
る
と
と
は
一
見
し
て
明
か
で

あ
る
が
、
既
に
一
世
一
目
し
た
る
如
く
、
官
時
武
家
の
他
借
は
知
行

扶
持
等
の
類
を
借
金
伯
捻
保
に
審
入
れ
、
年

f
fの
品
開
分
か
を

引
去
り
て
債
植
者
た
る
町
人

ι償
却
し
て
行
く
緋
隣
方
法
が
遇

識章f忠「磁泉之部J巷ー.35.
憲章棒、「官提之部」巻ー.72.
蜜章緒、「官健之部」巻二，108.
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例
で
あ
っ
た
の
で
、
此
徳
則
に
基
き
同
年
七
月
十
八
日
に
御
町

方
よ
り
右
の
償
却
仕
法
に
闘
す
る
犬
副
首
左
の
如
吉
作
配
布
令
が

品
目
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

此
皮
年
知
御
備
上
被
仰
付
に
付
、
御
町
方
支
配
銀
米
作
配

方
左
之
通

御
侍
巾
御
山
拙
知
御
切
府
井
諸
奉
公
人
類
目
録
宛
義
入
を
以

貸
付
有
之
分
、
酉
春
本
へ
、
残
分
酉
年
取
立
不
被
仰
付
、

翌
成
年

t
向
L
K

爾
来
被
定
置
候
年
賦
利
武
拾
ヶ
年
延
被
仰

付
候
事

一
御
家
中
井
諸
奉
公
人
類
目
録
御
代
官
証
文
若
入
、

二
支
配

之
者
手
前
に
而
仕
川
崎
之
介
・
去
巾
の
暮
差
引
雄
知
利
試
拾

ヶ
年
賦
、
危
分
限
不
相
臨
之
借
銀
平
賦
銀
主
相
封
次
第
を

以
御
町
方
引
落
に
而
可
潟
受
取
、
元
今
酉
年
御
取
立
不

申
、
来
成
年

t
向
h
k

右
之
遇
、
向
後
酉
年
分
日
銀
は
本
主

へ
可
潟
指
返
事

但
、
借
主
有
之
成
年

t
向
々
目
録
を
も
相
波
有
之
候
は

い
お
、
日
銀
取
越
之
儀
時
宜
之
御
詮
議
被
仰
付
筈

一
今
酉
正
月
d
同
六
年
十
六
日
迄
借
有
之
分
は
、
来
成
年
J

雑

土
佐
樺
戸
於
け
る
武
家
の
借
融
市
作
配

銭

向
h
k

五
歩
利
立
拾
ヶ
年
同
叫
に
結
受
取
可
申
事

附
り
、
本
文
之
露
は
御
家
中
井
諸
浴
公
人
類
日
銭
等
宛

儀
指
入
借
用
分
之
事
』

阪
に
前
向
総
則
陀
見
へ
し
如
く
、
今
衣
の
作
配
は
借
上
の
範

圏
全
般
に
宣
る
他
借
、
及
ぴ
諸
役
手
掛
の
支
捌
を
停
止
し
、
且

つ
借
上
一
年
間
の
利
習
を
再
局
し
た
の
で
あ
る
が
、
右
の
令
は
御

町
方
支
配
に
嵐
ず
る
家
中
井
諸
奉
公
人
の
家
総
扶
持
を
携
保
と

在
せ
る
出
向
務
の
支
梯
に
閲
す
る
作
配
仕
法
で
あ
る
。
然
る
に
御

町
方
取
扱
に
属
す
る
武
家
債
務
は
、
後
間
の
記
録
に
照
合
す
れ

ば
同
人
を
相
手
方
・
と
在
し
、
且
つ
主

t
賊
米
知
行
の
類
を
担
保

主
た
せ
る
偵
務
K
限
ら
れ
て
ゐ
た
ゃ
う
で
あ
る
か
ら

荷
の
作

四
仕
法
も
亦
郷
方
捕
方
住
民
を
相
手
古
と
左
せ
る
債
務
、

地
方
知
行
を
指
保
・
と
左
せ
る
債
務
は
何
れ
も
除
外
せ
ら
れ
て
ゐ

た
も
の
で
あ
っ
て
、
此
等
は
代
官
役
の
管
轄
に
属
し
た
も
の
と

解
す
る
の
が
至
設
で
あ
ら
う
主
恩
ム
。
元
も
、

と
れ
も
後
出
の

記
録
に
見
ゆ
る
如
く
、
郷
浦
二
民
に
で
も
御
町
方
住
居
の
者
と

同
様
の
中
一
業
主
笹
め
る
者

削
工
商
人
の
依
砧
は
便
宜
御
町
方

作
配
に
管
属
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
代
官
十
点
の
作
配
式
書
は
判

第
二
十
七
巻

二
六
九

部

都
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雑

鈴

土
佐
藩
に
於
付
る
武
家
由
借
滞
作
間

明
し
な
い
が
併
し
武
』
裂
の
債
務
が
殆
E
町
人
世
相
手
方
と
4
4

し
た
る
と
と
は
岡
よ
り
訟
く
を
要
せ
ぬ
所
で
あ
っ
て
、
制
服
令
地

方
知
行
を
捻
保
と
せ
る
債
務
が
除
外
せ
ら
る
L
に
し
て
も
、
右

の
御
町
方
布
迭
に
準
則
し
て
庭
断
せ
ら
れ
し
所
間
制
借
は
倫
ほ

相
暗
阿
英
大
な
る
制
酬
を
占
め
て
ゐ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
従
て
之
を

以
て
他
伯
作
配
の
大
慨
を
推
測
し
て
も
大
組
は
あ
る
ま
い
と
忠

」‘。
御
町
方
作
聞
の
要
旨
は
、
僧
上
一
ヶ
年
は
支
挽
を
停
止
し
、

そ
の
上
に
て
無
利
息
ば
拾
ヶ
年
賦
主
将
局
す
忙
在
り
、
之
に
多
少

の
一
例
外
を
附
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
「
陥
来
被
定
也
候
」
一
目
?
と

あ
っ
て
、
従
来
の
年
版
が
二
十
ヶ
年
b

笠
原
則

k
kせ
る
と
止

並
び
に
従
来
も
他
借
作
配
に
年
賦
償
法
訟
を
賞
施
し
て
ゐ
た
と

ル
」
が
窺
は
れ
る
o

又
畿
は
以
上
の
外
に
麗
と
借
上
を
行
っ
て
ゐ

る
の
で
、
共
度
毎
に
他
借
作
肥
を
併
せ
行
っ
た
と
と
も
問
泣
い

白
無
」
引
所
で
あ
ら
う
主
忠
ふ
の
で
あ
る
が
、
記
帳
の
土
に
留
つ

て
ゐ
る
の
は
師
漣
の
外
に
見
首
ら
ぬ
。

武
家
及
び
諸
奉
公
人
口
私
借
が
、
多
く
は
家
総
扶
持
E
推
保

に
供
し
、
然
も
便
宜
牧
納
官
司
に
於
て
断
定
白
制
高
を
取
立
て

第
二
十
士
巷

一一一一一一一

ヒ
O 

第

挽

て
銀
主
に
年
々
支
挽
ム
と
い
ふ
手
簡
を
採
っ
て
ゐ
た
己
主
は
、

前
掲
の
詑
疎
陀
一
色
現
は
れ
て
ゐ
た
。
然
ら
は
凡
そ
此
白
如
き
年

賦
償
還
仕
訟
は
他
借
作
間
白
公
令
に
因
る
も
自
で
る
る
か
、
又

は
此
極
貸
借
の
慣
例
に
基
〈
も
の
で
あ
っ
た
か
、
草
花
所
引
の

文
闘
の
み

ιて
は
抽
出
ト
に
断
定
し
難
い
。
但
し
前
に
一
言
せ
し

如
く
家
総
扶
持
の
類
を
捻
保
に
供
す
る
趣
旨
は
、
抗
糊
米
牧
納
の

時
期
に
債
務
の
畿
分
を
梢
崩
し
つ
品
、
之
を
年
賦
に
支
抑
ム
己

・
と
で
あ
っ
た
。
故
に
契
約
に
基
く
年
賦
償
還
も
亦
使
宜
政
相
判
官

司
に
於
て
取
扱
ふ
慣
例
で
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
唯
そ
の
鼻
、
る

所
は
前
者
忙
在
つ
て
は
償
還
期
限
が
契
約
に
依
ら
歩
、
他
借
作

聞
の
公
令
に
準
践
し
た
る
点
に
布
る
。

斯
て
他
併
作
配
の
結
果
武
家
の
債
務
は
借
却
し
て
、

ht
主
生

計
困
難
に
陥
り
し
か
ば
、
藩
は
絶
に
借
上
と
は
別
仰
に
武
家
教

済
の
た
め
に
借
糊
作
配
を
立
案
せ
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
に
至
つ

た
o

乞
ム
+
止
に
之
を
述
べ
ん
。

文
化
度
の
借
滞
作
間

文
化
十
年
六
月
に
借
上
令
を
布
建
せ
る
務
は
、
平
く
も
翌
十

• 



一
年
十
一
月
借
上
期
附
淵
了
の
後
を
享
け
て
借
滞
作
配
を
殺
令

し
、
「
去
酉
六
月
年
賦
制
挽
に
相
成
川
候
分
井
相
封
梯
共
」
大
年

賦
に
行
ム
可
き
己
主
主
命
じ
た
。
令
に
日
〈
叶

一
御
家
中
地
方
知
行
井
小
給
に
掛
る
借
滞
、
銀
米
員
数
之
多

少
年
齢
に
不
刷
、
天
和
平
等
を
以
物
成
米
首
石
に
付
営
石

宛
執
も
利
四
間
以
今
戊
年
d
向
々
代
官
に
而
引
落
拙
之
筈

一
御
械
米
知
物
成
米
切
符
給
金
銀
に
懸
る
他
部
之
介
、
右
割

首
り
之
通

E
M梯
入
於
御
町
方
引
落
作
配
之
特

一
御
扶
持
迄
被
下
世
候
両
々
は
堂
入
扶
持
を
ま
石
止
立
、
石

忙
五
ム
n

郷
入
之
答
、
毎
年
十
一
月
渡
御
扶
持
米
主
以
於
御

町
方
右
同
断

但
右
御
扶
持
米
抑
方
は
借
湘
有
之
国
々
名
前
御
扶
持
米

方
へ
根
組
い
た
し
粉
、
於
彼
役
場
指
押
掛
入
相
済
候
指

出
御
町
方
耳
判
を
以
取
扱
之
筈

一
御
役
料
は
差
除
向
後
分
限
に
山
入
有
之
時
は
、
増
減
に
鷹

じ
梯
方
被
仰
付
、
尤
地
方
之
分
若
凶
年
に
而
沼
下
り
有
之

連
も
、
右
搬
入
米
は
業
り
塙
減
無
之
筈

一
倹
約
入
此
皮
被
差
明
回
々
惜
滞
を
も
前
件
之
通
取
扱
被
仰

雑

錐

土
佐
部
に
於
け
る
武
家
の
借
滞
作
配

付
替
、
元
右
国
々
に
は
物
成
米
百
石
に
付
武
石
宛
、
御
扶

持
被
下
置
は
賢
人
扶
持
を
宣
石
、
と
立
畳
升
宛
梯
入
之
筈

一
地
方
御
臓
知
井
仰
扶
持
切
府
取
交
せ
有
之
尚
々
は
、
共
宛

誌
に
材
ひ
借
滞
地
方
へ
懸
る
分
は
代
官
方
、
御
成
米
等
へ

懸
る
介
は
於
仰
町
方
陀
作
配
之
筈

一
銀
銭
借
滞
八
γF
は
石
に
銀
七
拾
匁
之
相
場
を
以
米
に
直
し
作

盟
有
之
筈

一
借
滞
鮮
国
々
右
宛
梯
入
候
而
は
、
去
年
分
年
賦
作
配
員
数

J
挽
坊
に
相
成
候
国
A

も
有
之
、
共
分
は
・
去
年
分
被
定
置

通
作
聞
有
之
答
、
元
利
立
分
は
利
留
被
仰
付
候
事

一
銀
主
故
主
に
分
候
A
A
は
右
副
首
梯
入
米
借
糊
之
高
に
致
割

賦
之
筈

一
御
家
老
中
借
滞
は
爾
来
引
落
等
之
作
配
は
無
之
候
網
開
共
、

此
皮
は
年
数
を
引
候
筋
候
得
は
引
落
之
作
配
有
之
白
山

て
御
家
中
初
末
々
迄
去
年
分
作
配
有
之
年
駄
に
不
付
、
相

劉
を
以
挽
方
い
た
し
居
候
分
右
同
断

但
文
化
五
反
年
十
二
月
迄
差
別
加
わ
之
共
催
に
相
成
分
は

作
配
知
之
管

第
二
十
七
巻

第

蹴

-!; 
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雑

土
佐
誹
に
於
け
る
武
家
田
借
滞
作
配

鉱

一
他
岡
借
滞
之
八
万
は
作
配
無
之
事

一
去
四
六
月
十
七
日
以
来
之
新
借
は
約
束
之
週
初
釘
之
苦

前
件
之
通
御
作
配
被
御
仰
付
候
に
付
、
莫
犬
之
借
滞
に

手f

銀
主
士
ベ
可
令
迷
惑
に
付
、
重
御
詮
議
之
上
御
的
用

銀
之
内
銀
六
百
貫
目
三
支
配
へ
被
相
班
、
銀
主
へ
割
賦

い
た
し
、
相
残
借
州
市
右
之
泊
分
阪
に
准
し
抑
入
致
作
配

廿
一
向
、
且
右
波
方
も
御
町
中
銀
主
共
は
不
及
中
、
郷
捕
人

た
り
と
も
附
人
同
様
之
生
業
相
立
属
候
者
共
作
阻
有
之

筈
右
ラ
」
地
被
仰
付
候
間
借
人
之
方
は
借
滞
縮
書
に
分
限

付
に
姉
入
米
感
共
草
案
之
通
相
調
可
被
差
出
候
、
三
支

配
(
郷
浦
町
三
方
を
一
耳
ふ
、
筆
者
)
銀
主
之
諮
問
は
支

配
之
庄
屋
手
前
に
而
艇
一
山
に
取
締
、

u
B
L
叉
案
文
之
通
双

方
首
月
廿
九
日
限
支
配
方
取
衣
を
以
御
町
方
役
場
へ
差

廻
す
筈

一
営
年
最
早
飴
日
川
県
之
弐
第
に
仰
則
繁
多
之
時
節
に
付
、
仰

代
官
証
文
始
末
等
は
相
調
ま
し
く
に
付
、
代
吉
方
引
落
作

配
分
を
も
前
件
之
通
縮
書
双
方
d
仰
町
方
へ
受
取
促
根
居

を
以
、
営
年
分
梯
入
は
於
御
削
方
作
阻
有
之
管
、
共
上

E

第
二
十
士
巻

七

11' 

按

凹

以
御
町
方
d
御
代
官
へ
引
落
、
仰
代
官
証
文
は
来
一
一
英
二
月

阪
始
末
書
方
被
何
付
筈
、

E
岡
俊
場
A
T
成
年
，
r姉
米
は
剖

賦
之
繰
居
相
持
候
上
銘
々

t
十
二
月
十
日
限
町
方
へ
掛

川
、
銀
主
共
へ
は
御
町
方
d
相
波
筈
、
右
平
等
相
場
を
以

銭
納
勝
手
弐
第

ι候
事

附
h

夕
、
右
創
蹴
米
盛
は
迫
而
御
法
無
之
告
に
付
、
双
方

よ
り
御
町
方
役
場
承
合
之
筈

文
化
十
一
成
年
十
一
月

P8 

7i 

御相l

君目

方

iJ:fJ 

1， 
消

(
紡
脊
梁
文
時
〕

文
中
言
ム
所
忙
披
れ
ば
年
同
制
取
扱
は
挽
保
の
種
類
が
地
方
た

る
'
Y
」
減
米
た
る
'
と
に
依
り
で
、
或
は
代
官
方
に
於
て
或
は
御
町

方
に
於
て
行
ぴ
、
抑
制
借
の
も
の
は
時
白
法
定
相
場
を
以
て
米
に

換
算
し
て
官
司
の
扱
を
使
に
し
た
が
、
取
引
の
支
障
を
考
慮
し

て
「
御
的
用
銀
L
六
百
貨
を
支
出
し
て
銀
主
に
按
分
し
、

そ
の
臨
時

高
に
封
し
て
本
文
の
償
却
法
を
趨
則
し
た
の
で
あ
っ
た
。
此
他



細
目
は
原
支
に
依
っ
て
知
り
得
る
則
で
敢
て
設
明
主
加
へ
ぬ

が
、
愛
に
注
滋
ナ
可
き
ζ

止
は
本
令

ρ適
用
せ
ら
る
i
h

借
惜
の

純
闘
で
あ
る
。
印
「
他
図
借
」
及
び
前
年
六
月
十
七
日
以
来
白

「
新
借
」
を
除
吉
、
「
御
家
中
初
米
之
内
去
年
介
作
胤
有
之
年
岐
に

不
付
、
相
釦
を
以
捕
方
い
た
し
居
候
分
」
に
ま
で
一
様
に
作
削

を
行
っ
た
の
で
あ
る
払
ら
、
従
て
向
述
。
他
借
作
配
民
肌
(
り
待

ぎ
り
し
「
分
以
不
相
肱
之
借
鋭
」
の
類
も
以
後
相
割
に
依

ιざ
る

E
主
主
-
な
っ
一
た
の
で
あ
る
。

更
に
注
注
し
た
け
れ
ば
た
ら
自
の
位
、
右
の
償
法
仕
法
は
償

務
頼
主
年
賦
に
せ
中
、
各
自
問
符
の
円
分
一
を
原
則
に
年
胤
償

還
高
を
決
定
し
た
る
が
故
花
、
格
別
忙
償
還
期
限
が
無
か
っ
た

・
と
い
ふ
と
主
で
あ
る
。
叉
借
滞
依
務
は
会
で
米
銀
の
借
入
に
閥

ず
る
も
の
な
る
と
主
を
要
し
、
品
物
叫
代
は
本
令
に
消
ふ
所
の

倍
糊
か
ら
除
外
せ
ら
る
可
き
も
の
で
あ
っ
た
。
同
年
十
二
月
十

八
日
の
逗

ι、
町
人
に
「
心
得
達
之
者
有
之
員
数
増
井
諸
品
汎

山
品
守
備
淵
同
様
認
向
候
趣
相
関
不
呼
之
至
に
候
」
と
一
耳
っ
て
ゐ
る
。

此
種
的
情
棋
は
相
封
の
交
渉
に
委
ぬ
可
き
性
質
の
も
の
で
あ
う

た
。
無
論
町
人
が
掛
代
金
ま
で
記
入
巾
せ

L
己
主
は
、
借
滞
作

雑

鍛

土
位
都
に
於
け
る
武
一
訴
の
借
滞
作
阻

砲
が
栴
封
白
請
求
に
比
し
で
確
寅
た
り
し
た
め
に
外
在
ら
や
、

反
則
叫
に
武
家
に
は
そ
れ
だ
け
苦
痛
を
輿
へ

l
己
主
と
思
ほ
れ

る。
右
の
如
〈
に
し
て
年
々
武
，
採
白
牧
入
を
引
落
し
て
、

.
4

一
目
白
ち

之
を
貸
主
に
返
付
す
る
岡
倒
を
見
て
ゐ
穴
の
で
あ
っ
た
が
、
何

分
借
滞
が
英
大
で
あ
っ
た
た
め
、
容
易
に
全
部
の
決
済
が
望
ま

れ
・
な
か
っ
た
。
き
れ
ば
作
削
開
始
よ
り
十
年
を
経
て
支
政
八
年

月
陀
一
主
担
、
第
二
聞
の
僧
神
慮
分
を
公
布
し
、
前
回
の
そ
れ

を
破
棄
せ
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
然
れ
F-
も

兎
も
角
も
十
ヶ
年
白
川
右
四
方
法
主
持
続
し
て
来
た
己
主
に
就

い
て
、
官
司
上
下
の
努
力
は
大
い
に
諒
と
す
可
き
も
の
が
あ
っ

た
で
あ
ら
っ
。
〈
詰
〕

(
陸
)
本
文
と
直
接
の
閥
悟
は
な
い
が
、
此
時
代
に
武
家
白
人
別
u
A

び
品
伸
一
一
両
が
幾
何
な
り
し
や
と
い
ふ
こ
と
は
相
判
興
時
あ
る
問
題
て

あ
ら
う
と
思
ふ
。
俳
L
遁
拙
午
ら
川
H

川
時
白
と
と
は
明
か
で
な
い
目

て
、
最
も
泣
い
年
代
心
記
録
と
し
て
左
に
「
宣
政
凹
子
年
非
之

改
」
ー
を
引
開
L
て
番
考
に
併
す
。

都
骨
侍
千
九
百
宜
拾
阿
人

内

第
二
十
七
番

4二

tf~ 

腕

五
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雑

能

土
佐
藩
に
於
け
る
武
家
白
借
棺
作
阻

七
百
三
拾

λ
人

諸

士

直

人

館

居

三
百
九
拾
武
人
組
掛
惣
儲
刺
疎
共

武

拾

四

人

制

扶

持

切

府

被

下

末

干

惣

輔

共

士
拾
λ
人

蜘

扶

持

誼

被

下

末

子

惣

舗

嫡

甜

共

丸

拾

士

人

制

目

見

迄

末

子

武

百

人

民

力

騎

馬

凹

百

武

拾

人

郷

士

都
合
却
行
拾
三
前
五
千
三
百
λ
拾
石

但
郷
土
鍋
知
は
不
入

内
七
両
六
千
三
百
叫
拾
百
石

五
間
二
百
五
拾
石

λ
千
七
百
λ
拾
五
右

都
合
新
田
悦
知
成
千
煎
拾
石

都
合
千
九
折
七
人
扶
持

都
合
切
府
四
千
λ
百
百
五
拾
九
石
銑

M
作

品

現
末
九
拾
五
石
除

御
合
力
米
凹
拾
石

地
面
武
町
威
反
飴

地
方

制
疎
地
足
臨
知
諭
役
料
北

新
聞

四

文
政
度
の
借
滞
作
配

車
ニ
十
七
巻

七
四

第

脱

~F、

文
政
八
年
三
月
品
川
目
、
落
は
過
去
十
年
間
に
於
け
る
借
滞
作

配
白
寅
績
に
鑑
む
る
所
あ
り
、
そ
の
到
底
機
副
酬
の
由
な
き
所
以

を
述
べ
、
愈
ミ
最
後
の
断
案
を
建
し
て
臼
〈
叶

先

御
家
中
初
諸
奉
公
人
借
滞
及
増
長
、
去
ル
成
年
重
き
御
詮

議
之
上
表
鋲
井
御
借
入
銀
を
以
銀
主
共
へ
被
波
港
、
叫
理
分

国
々
知
行
物
成
切
府
切
米
等
百
歩
一
宛
を
以
御
作
配
被
仰

付
、
・
自
主
未
年
分
迄
都
合
拾
ヶ
年
八
万
銀
主
共
へ
被
撞
候
、
去

申
暮
取
立
有
之
4
7
例
之
過
今
酉
幕
に
亙
り
被
波
埴
筈
之

慮
、
根
元
併
滞
制
高
英
太
之
儀
に
付
際
限
も
無
之
に
付
、

此
度
叉
々
御
詮
尚
之
上
銀
中
手
前
打
切
御
作
配
被
仰
付

健
、
然
は
此
佐
に
而
相
埼
借
糊
分
引
拾
被
仰
付
候
而
は
銀

主
共
司
令
迷
惑
に
付
達
三
旦
き
御
詮
議
之
上
八
銭
武
百
武

拾
珂
飴
三
支
配
役
場
へ
御
借
入
に
相
成
、
銀
主
共
手
前
高

銀
に
臆
配
首
被
仰
付

向
々
之
儀
は
別
冊
式
書
之
逝
被
仰

付
候
傍
・
此
旨
厚
相
心
得
向
E
制
之
俄
は
双
方
d
御
町
方

銀
米
方
役
場
承
合
候
様
被
仰
付
候

右
之
通
被
仰
付
候
僚
心
得
高
知
之
様
支
配
中
可
被
縄
問

憲章簿、「戴皐之部J 器 ~， I!;315) 



候
、
己
上

文
政
八
回
年
三
月
品
川
日

印
文
化
十
一
年
よ
り
文
政
六
年
ま
で
湖
十
ヶ
年
の
間
夫
h

引

落
支
梯
を
拙
略
説
し
て
来
た
の
で
あ
っ
た
が
、
如
何
に
も
際
限
た

ま
始
末
で
め
っ
た
で
あ
ら
う
。
於
此
庭
、
阪
に
文
政
七
年
度
比

取
立
て
し
分

E
も
一
先
づ
銀
主
忙
支
梯
ふ
と
・
と
を
中
止
し
‘
更

め
て
落
臨
忙
於
て
八
銭
武
百
武
拾
貫
録
の
借
入
を
翁
し
、
(
詩
)

之
を
各
銀
主
の
債
楢
高
に
感
じ
て
按
分
し
、
山
同
時
四
舗
の
分
に
封

し
て
は
別
紙
式
書
の
保
項
に
従
っ
て
打
切
作
配
を
行
ム
己
主
と

た
し
た
の
で
あ
っ
て
‘
江
戸
幕
府
の
棄
損
に
似
寄
れ
る
仕
法
と

一
耳
へ
土
う
。
式
書
に
ほ
次
の
如
〈
あ
る
。

借
部
作
閉
式
書

去
ル
成
年
御
家
中
主
初
諸
奉
公
人
借
糊
百
歩
登
姉
御
作

配
被
仰
付
、
此
度
御
詮
議
之
ト
打
切
御
作
配
被
仰
付
、

式
書

一
去
ル
戊
年
委
細
式
書
之
泊
百
歩
一
梯
を
以
借
滞
皆
済
に
相

成
迄
之
年
数
、
今
回
年

t
向
々
拾
ヶ
年
迄
に
皆
済
相
成
分

は
是
造
剖
庇
之
通
員
数
式
ヶ
年
八
T
E以
て
銀
主
手
前
打
切

雑

能

士
佐
部
に
於
け
る
武
家
D
借
帯
作
配

之
筈

一
右
同
断
拾
堂
ケ
年
一
d
武
拾
年
起
一
位
皆
消
に
相
成
分
除
、
右

同
断
三
ヶ
年
分
E
以
方
向
断

一
右
同
断
廿
萱
ケ
年
A
O

三
拾
ヶ
年
に
相
成
候
は
弘
、
・
右
同
断

四
タ
年
E
以
右
同
断

ロf?右
じj明問
看)断
同力l
断堂
五ケ
ヶ年

雲tιL 
E 上
N 皆
右済
同 ι
断相

成
分

年
数
K 
不
拘

一
右
打
切
銀
借
湘
主

d
右
之
通
一
度
に
取
立
候
而
は
却
而
迷

惑
可
有
之
忙
付
、
右
割
営
之
棋
を
以
凡
八
銭
武
百
武
拾
賞

目
計
六
歩
之
利
立
を
以
三
支
配
へ
借
入
、
銀
主
共
へ
割
賦

之
通
配
営
い
た
L
遣
、
相
成
借
糊
不
山
間
引
拾
之
筈

一
右
御
借
入
銀
登
ヶ
年
六
歩
之
利
立
に
被
仰
付
侠
に
付
、
借

滞
主
d
取
立
分
も
前
件
に
相
記
打
切
年
之
週
六
歩
の
利
立

成
樹
之
剖
を
以
御
町
方
へ
取
立
之
筈

一
右
年
眼
中
分
限
出
入
有
之
共
、
増
減
に
不
拘
取
立
方
被
仰

付
替

一
方
之
油
定
候
得
共
借
神
主
之
考
を
以
只
今
相
束
皆
済
致
分

は
無
利
主
以
取
立
候
答
、
宣
ヶ
年
或
は
式
ケ
年
阪
に
致
梯

第
ニ
十
七
巻

七
五

第

統

4て



雑

録

土
佐
藩
に
於
け
る
武
家
白
借
静
作
配

入
候
儀
も
勝
手
失
第
・
営
暮
d
向
々
梯
向
候
分
は
利
潤
被

召
誼
筈

一
有
御
振
替
銀
証
文
案
紙
左
之
遇
、
山
同
巨
細
備
は
仰
町
方
役

場
承
合
、
来
ル
四
月
什
九
日
限
右
役
手
へ
差
問
答

(
振
替
銀
証
文
案
紙
略
之
)

以
上
が
交
政
λ
年
D
借
湘
作
間
集
の
主
文
で
あ
る
。
と
れ
に

観
る
と
従
来
の
償
還
牛
賦
高
に
依
る
皆
掛
年
間
問
主
各
拾
』
少
年
単

位
に
校
宣
し
て
、
二
年
乃
至
五
年
分
の
支
抑
を
筑

L
、
皆
持
年

限
加
堂
ヶ
年
以
上
に
及
ぶ
分
は
年
撒
を
問
は
宇
一
律
に
五
年
分

を
支
梯
ひ
、
山
時
制
分
は
何
れ
も
銀
主
手
前
打
切
に
附
し
て
仕
舞

っ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
右
俄
滋
合
高
を
時
前
掲
文
中
の
金
高

忙
概
算
し
て
之
を
六
歩
の
利
息
で
借
入
れ
、
各
借
滞
主
に
貸
付

け
て
銀
主
忙
返
却
せ
し
め
た
の
で
あ
っ
た
。
償
還
資
金
の
問
牧

仕
法
は
主
文
に
規
定
せ
る
所
で
あ
る
が
、
筒
振
替
銀
の
註
文
案

文
に
は
「
何
郡
何
村
知
行
物
成
之
内
上
納
梢
済
迄
宛
義
に
入
」
一
耳

々
白
文
一
百
が
記
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
矢
張
り
藩
よ
り
交

〈
る
牧
入
の
中
bz
以
て
年
々
取
立
て
ら
れ
し
も
の
で
あ
た
。

文
化
以
来
の
借
滞
作
配
は
概
要
以
上
の
如
き
過
程
を
経
て
落

第
二
十
七
巻

一
七
六

第

挽

F、

着
し
た
白
で
あ
っ
た
。
然
る
に
天
保
十
二
年
の
記
録
と
魔
ゆ
る

「
天
保
五
午
年
よ
り
同
九
成
年
迄
五
ヶ
年
平
等
堂
ヶ
年
八
万
御
牧

納
銀
米
井
御
園
江
戸
上
方
御
入
目
焔

E

の
末
尾
に
、
「
去
ル
実
年

原
思
召
を
以
出
米
仰
菟
借
財
御
作
附
等
被
仰
付
」
云
々
の
詩
を

載
せ
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
上
越
の
借
部
作
配
後
に
又
別
伺

ω

武
家
救
済
策
が
寅
施
せ
ら
れ
し
も
の
の
如
〈
で
あ
る
が
、
と
れ

に
闘
し
で
は
詳
細
の
貼
を
知
る
と
と
が
山
梨
た
か
っ
た
。
機
曾

だ
に
あ
ら
ば
他
日
増
補
す
る
と
と
に
し
皮
い
。

(
駐
)
高
知
市
山
郷
土
史
家
武
市
佐
市
郎
氏
自
「
鈎
貨
換
算
」
に
掘
れ

日「
λ
鈍
」
と
は
「
λ
錦
を
以
て
十
鈍
に
宛
つ
る
，
訟
で
あ
ら
う
、
但

天
保
温
賢
の
蜘
き
は
、
八
肢
を
以
て
一
銭
に
遡
加
せ
し
翻
て
あ

る
0
」
一
再
々
。
印
入
鵠
と
は
鈍
情
相
場
よ
り
栴
へ
し
も
り
で
あ
ら

多
。
鈍
償
制
坊
に
闘
す
る
間
鉱
は
此
他
に
也
間
々
散
見
す
る
断
て

あ
る
。
天
明
七
年
正
月
叫
ん
止
書
に
「
去
午
年
御
貢
物
九
拾
文
御
品

用
を
以
綱
相
場
八
拾
三
匁
に
御
柚
被
仰
付
、
」
』
と
あ
り
、
寛
政
六

年
八
月
白
高
知
崎
市
場
制
絡
に
「
魚
市
場
之
掴
用
向
後
八
十
文
飽

遣
に
相
定
候
」
2

と
な
せ
る
が
如
き
ζ

れ
で
あ
る
。
而
し
て
武
市

民
は
右
に
其
き
八
銭
武
百
武
拾
貨
が
二
千
二
百
闘
に
換
算
せ
ら
る

可
き
迎
E
敬
『
ら
れ
た
。

豆

結

言

土佐史料、笹六一、

土佐史談、第一七掠所龍、

池川用居非常大誕百目録、

御町五雑事故昔、上、

]6) 

1り
]8) 

19) 



土
佐
落
。
武
家
借
財
白
始
末
は
三
段
白
過
程
を
縦
て

行
は
れ
た
。
第
一
は
穫
の
借
上
手
段
と
し
て
の
他
借
作
配
帥
債

務
支
梯
の
延
矧
で
あ
り
、
第
二
は
右
支
梯
延
馴
の
結
果
停
滞
せ

要
之
、

る
悩
務
白
年
賦
償
還
仕
法
で
あ
り
、
最
後
に
年
賦
償
還
銭
高

ω

来
拍
と
れ
で
あ
る
。
然
も
そ
の
各
組
程
に
於
て
武
士
階
級
の
閤

又
は
之
を
緩
和
せ
ん
と
な
し
た
と
と
は
午
ム
可

酢
ら
ざ
る
所
で
あ
る
が
、
伺
時
民
主
な
る
債
椛
者
た
り
し
町
人

窮
を
救
済
し
、

階
級
由
利
害
を
考
地
せ
し
事
寅
も
否
み
難
い
と
と
ろ
で
あ
る
。

試
み
に
各
時
期
に
於
け
る
同
首
事
者
の
利
害
主
比
較
せ
ん
に

武
線
は
.
第
一
白
作
配
で
一
時
文
捕
を
延
期
セ
ら
れ
、

H
つ
利

息
を
撤
去
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、

A
T
知
借
上
と
い
ム
泊
重
た

る
K
納
を
徐
備
な
く
せ
ら
れ
し
放
民
、
間
よ
り
貧
窮
が
緩
和
さ

れ
る
講
で
は
な
い
。
北
も
己
れ
は
本
来
武
家
の
救
済
主
目
的
に

行
は
れ
し
鋭
に
あ
ら
ざ
れ
ば
止
む
を
何
十
'
と
し
て
然
ら
ば
第

二
の
作
配
に
於
て
は
如
何
と
い
ム
に
、
今
弐
に
は
借
上
は
件
は

な
か
っ
た
り
で
あ
る
が
、
債
務
闘
係
は
依
然
と
し
て
.
機
縦
し

-c 

絡
に
償
滋
樹
肢
が
延
訴
し
、
年
度
負
婚
制
に
幾
分
の
報
減

が
別
待
せ
ら
れ
し
の
み
で
あ
っ
た
。
第
三
の
作
配
に
て
は
債
務

雑

土
佐
端
に
於
け
る
武
家
山
借
静
作
配

鍛

白
一
部
を
返
却
し
て
芯
皆
債
務
閥
係
が
帳
消
せ
ら
れ
た
の
で

此
底
に
始
め
て
安
堵
の
思
を
致
し
た
で
あ
ら
う
。
但
右
一
一
部
の

返
却
資
金
に
就
い
て
は
、
そ
れ
だ
け
の
負
舗
が
新
に
藩
を
相
手

方
と
し
て
生
じ
た
の
で
、
さ
の
み
徹
民
せ
る
も
の
で
は
た
か
っ

介
。
加
之
‘
武
上
の
生
活
は
年
そ
経
る
に
従
っ
て
窮
乏
に
陪
b
'

し
時
代
白
ζ

ー
と
な
れ
ば
、
仮
令
年
賦
負
債
が
除
去
せ
ら
れ
た
り

と
て
、
繭
後
の
生
討
が
如
何
程
か
緩
和
さ
れ
得
ょ
う
。
且
又
従

来
町
人
相
手
の
債
務
た
り
し
も
の
が
、
帯
主
相
手
の
関
係
に
還

元
せ
ら
れ
て
、
牧
入
の
幾
分
か
を
「
指
抑
」
ら
れ
し
が
如
吉
、
韮

彼
等
り
…
頗
る
恐
縮
主
せ
ざ
る
を
得
友
い
所
で
あ
っ
た
と
思
は
れ

る
。
彼
れ
是
れ
在
考
ふ
る
起
も
た
く
.
凡
モ
此
自
如
き
作
配
は

到
底
武
士
階
級
自
生
活
を
安
定
せ
し
h
u
る
所
以
に
あ
ら
許
、

時
的
嫡
縫
策
と
し
て
儲
に
小
康
在
期
す
る
だ
に
存
U
却
の
業
で
は

た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

次
に
町
人
階
級
は
第
一
第
二
に
於
て
利
留
及
び
債
構
の
回
収

延
期
在
家
り

叉
第
三
に
於
て
は
多
少
共
に
債
様
を
放
棄
し
丘

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
、
何
れ
に
も
せ
よ
損
失
は
兎
れ
得

ぬ
所
で
あ
っ
た
。
と
は
云
へ
武
家
の
貧
乏
世
帯
主
的
に
回
収
の

第
二
十
七
巷

七
七

第

観

ゴL



雑

銀

土
佐
藤
に
於
吋
る
武
家
の
偶
滞
作
配

見
込
な
苦
情
械
を
抱
へ
て
ゐ
る
の
に
反
し
、
藩
白
口
添
に
依
っ

て
渚
々
取
立
つ
る
と
と
が
出
来
れ
ば
、
そ
れ
は
契
約

ι反
る
貼

が
あ
り
し
一
止
す
る
も
、
事
ろ
州
問
等
忙
は
望
外
の
救
済
で
あ
っ
た

か
も
知
れ
凪
。
単
に
そ
れ
白
み
で
は
た
い
、
第
二
の
作
剛
に
於

て
は
既
に
銀
六
百
貨
と
い
ふ
大
金
が
彼
等
の
手
前
に
削
首
せ
ら

れ
た
の
で
は
た
か
っ
た
か
、
借
神
作
配
が
武
士
に
苦
痛
な
り

L

そ
れ

γ
け
、
却
ワ
て
町
人
正
は
迎
へ
ち
れ
し
も
の
で
あ
っ
た
止

許
し
て
も
強
ち
故
左
吉
安
言
、
と
は
思
は
れ
左
い
。
世
は
最
早
や

武
家
の
支
配
私
ら
町
人
の
掌
中
に
移
さ
れ
て
み
た
。
「
鴻
茅
の

露
」
た
る
書
』
山
一
一
御
侍
井
諸
手
公
人
理
T
勝
手
騨
椛
之
者
、
銀
米

借
用
彼
等
(
町
人
宇
一
指
す
、
-
筆
者
)
に
た
上
り
世
世
渡
り
巾

故
、
自
然
ー
と
財
用
の
拙
威
は
町
人
に
有
て
武
家
を
あ
と

E
り
候

様
に
成
候
事
も
、
一
苅
侍
の
風
俗
腕
候
様
の
故
に
て
候
得
共
、
通
用

(
成
力
)

之
銀
米
品
柄
似
の
相
場
等
も
位
等
が
計
る
如
く
也
候
事
多
く
、

諸
役
場
の
作
配
川
人
共
之
筑
前
段
の
事
に
成
候
事
多
候
」
云
々

-
と
あ
る
。
時
勢
斯
の
如
〈
ん
ば
武
』
家
の
た
め
に
せ
る
策
が
必
中
'

し
も
武
」
日
説
。
免
に
止
り
得
中
、
反
封
に
そ
れ
ほ
占
町
人
の
不
利

(
止
に
も
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
営
時
武
家
が
暴
撃
を
敢
て

第
二
十
七
容

ヒ
入

事

輯

O 

す
れ
ば
、
町
人
は
締
貨
の
方
法
に
依
り
之
に
封
抗
し
た
る
を
以

て
い
忽
ち
金
融
逝
迫
に
陥
h

リ
、
搬
は
事
ろ
武
家
に
加
っ
た
と
い

ふ
。
貨
に
も
抗
し
靴
き
は
時
勢
の
流
で
は
な
い
か
。

従
て
此
時
代
医
於
け
る
武
家
町
人
仰
の
貸
借
附
係
主
白
骨
す

る
上
に
、
武
家
偏
東
山
政
策
を
押
す
る
と
主
は
除
程
困
離
で
あ

っ
た
で
あ
ら
う
っ
或
は
江
戸
幕
府
の
葉
判
に
ま
れ
、
会
保
藩
の

徳
政
仕
法

ιま
れ
、
或
は
又
土
佐
蒋
白
併
沸
作
聞
に
ま
れ
、
恒

に
町
人
の
利
害
を
考
胤
せ
る
跡
位
同
然
ー
と
し
て
被
い
難
い
o
之

を
彼
の
鎌
倉
時
代
や
室
町
時
代
白
徳
政
に
北
し
ず
考
ふ
る
に
、

前
者
が
唱
に
御
家
人
心
利
訴
を
回
附
し
て
行
は
れ
、
待
者
は
凡

そ
上
下
を
描
じ
て
均
等
に
組
一
周
せ
ら
れ
吋
而
し
て
江
戸
時
代
山

之
と
類
似
の
仕
法
が
武
家
本
仙
似
た
ら
ん
主
欲
し
て
、
然
一
も
倫
陪

町
人
の
震
に
参
附
そ
避
け
得
ざ
り
し
己
主
は
、
惟
ふ
に
各
時
代

相
を
反
映
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
此
間
仕
訟
の
効
果
及
び
影
響

の
範
悶
程
度
比
就
て
も
亦
同
日
正
愉
十
可
か
ら
ざ
る
も
の
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

土佐史料、各三ニー所牧、

本庄博士、[-証世封姐品t舎の研控J138-9瓦、

本庄博士、「日本枇骨虫J163，169耳以下審問、
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